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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形法または圧縮成形法によって成形されたトレイであって、表面に複数のしぼ加
工された部分と、複数のしぼ加工されていない部分を有し、しぼ加工された部分が表面の
面積の３０～６０％を占めており、しぼ加工部分の凹凸の頂点が、しぼ加工されていない
部分の表面と、ほぼ同一の平面上にある樹脂製トレイ。
【請求項２】
　前記しぼ加工部分の凹凸の頂点と、前記しぼ加工されていない部分の表面の平均高低差
が、０．１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の樹脂製トレイ。
【請求項３】
　前記複数のしぼ加工された部分と複数のしぼ加工されていない部分が、縦横に交互に配
置されて市松模様を構成していることを特徴とする請求項１または２に記載の樹脂製トレ
イ。
【請求項４】
　前記トレイの表面が滑り止め加工されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか
に記載の樹脂製トレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面にしぼ加工された部分を有する樹脂成形品に関する。さらに詳しくは、
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本発明は、しぼ加工部分の凹凸の頂点が、非しぼ加工表面とほぼ同一の平面上にある樹脂
成形品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂成形品の表面には、良好な外観や触感を得るために種々の色彩や形状を持たせるた
めの塗装や加工が施されている。
　このような加工方法の中に、樹脂成形品の表面形状によって、所望の外観や触感を付与
する技術としてしぼ加工があり、樹脂成形品の表面加工方法として慣用されている。
【０００３】
　しかしながら、このように慣用されているしぼ加工は、容易に所望の外観や触感を付与
する技術ではあるが、これを実用的な観点からみると、使用上不都合が生じることがあっ
たので、実用的な樹脂成形品へのしぼ加工は制限されていた。
　すなわち、従来公知のしぼ加工を施された樹脂成形品においては、その表面においてし
ぼ加工を施された部分が、しぼ加工を施された部分の表面より盛り上がっているために、
表面平滑性が求められる樹脂成形品には、しぼ加工を施すことができなかった。
【０００４】
　樹脂製トレイは、軽量で、成形が容易であり、比較的低いコストで入手できることから
、集団給食用、食堂用などに多く使用されている。このような樹脂製トレイの表面部分に
装飾性付与または触感改善のためにしぼ加工を施すと、しぼ加工部分が盛り上がっている
ために、トレイ表面が平滑な平面とはならないので、食器を載置した場合に不安定となり
、載置した食器が滑って移動したりする不都合があった。このようなトレイの場合、表面
を平滑にするためにしぼ加工部分の盛り上がった部分を削り取ると、しぼ加工した効果が
損なわれることになる。
　このような、表面にしぼ加工された樹脂加工品の不具合については、それを改善する提
案はなされていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　良好な外観や触感を与え、かつ従来のしぼ加工部分による不都合がない、表面にしぼ加
工された部分を有する樹脂成形品を提供すること。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、表面にしぼ加工された部分を有する樹脂成形品であって、しぼ加工部分の凹
凸の頂点が、しぼ加工されていない部分の表面と、ほぼ同一の平面上にあることを特徴と
する樹脂成形品を提供する。
【０００７】
　前記しぼ加工部分の凹凸の頂点と、前記しぼ加工されていない部分の表面の平均高低差
が、０．１ｍｍ以下である前記した樹脂成形品は、本発明の好ましい態様である。
【０００８】
　表面が、複数のしぼ加工された部分と、複数のしぼ加工されていない部分からなる前記
した樹脂成形品は、本発明の好ましい態様である。
【０００９】
　前記樹脂成形品のしぼ加工を施した面において、しぼ加工された部分が面積において３
０～６０％を占める前記した樹脂成形品は、本発明の好ましい態様である。
【００１０】
　本発明の樹脂成形品は、射出成形法または圧縮成形法によって成形された樹脂製トレイ
である。すなわち、本発明は、射出成形法または圧縮成形法によって成形されたトレイで
あって、表面に複数のしぼ加工された部分と、複数のしぼ加工されていない部分を有し、
しぼ加工された部分が表面の面積の３０～６０％を占めており、しぼ加工部分の凹凸の頂
点が、しぼ加工されていない部分の表面と、ほぼ同一の平面上にある樹脂製トレイを提供
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する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、しぼ加工部分が盛り上がっていることから生じる不都合がない樹脂成形
品が提供される。
　本発明により、良好な外観や触感を与え、かつしぼ加工による不都合がない樹脂成形品
が提供される。
　本発明により、良好な外観や触感を与え、かつ従来のしぼ加工部分により生じる不都合
がない樹脂製トレイが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明は、表面にしぼ加工された部分を有する樹脂成形品であって、しぼ加工部分の凹
凸の頂点が、しぼ加工されていない部分の表面と、ほぼ同一の平面上にあることを特徴と
する樹脂成形品を提供する。
【００１３】
　本発明において「しぼ加工」とは、表面に多数の微細な凹凸を形成させることをいう。
本発明のしぼは、通常皮しぼとか梨地と呼ばれる表面の凹凸も含むものである。凹凸のう
ち滑らかな曲線を描く凹凸は、本発明のしぼのうちでより好ましい態様である。
【００１４】
　しぼ加工の調節は、凹凸の密度や大きさを変更するなどの設計変更をすることにより行
うことができる。しぼ加工による凹凸の高さは適宜選択することができるので制限はない
。所望の外観または触感が得られる凹凸の高さを選ぶことができる。
また、しぼ加工による凹凸は、断面視で種々の形状を取ることができる。
【００１５】
　このような成形品にしぼ加工を施す方法の好ましい例としては、樹脂製成形品を成形す
るときに、用いる成形品表面で、表面にしぼ加工を施す箇所に相当する部分をしぼ加工し
ておく方法を挙げることができる。金型の表面加工は、化学的又は物理的処理によって金
型の表面に多数の微細な凹凸を形成し，その加工面をしぼ加工することによって行うこと
ができる。このようなしぼ加工は、例えばサンドブラストやショットブラストなどのブラ
スト法によって物理的に行うことができるし、またエッチング法などで表面を腐蝕させる
化学的方法によって行うこともできる。
【００１６】
　従来のしぼ加工金型は、金型の表面しぼ加工をしたものを樹脂の成形に用いるために、
成形品のしぼ加工部分が盛り上がっていることから不都合が生じたが、本発明の樹脂成形
品を得る好ましい態様としての成形方法においては、しぼ加工していない部分の表面高さ
が、しぼ部分の最凹部の高さとほぼ同じにした金型を用いて成形することによって、本発
明の樹脂成形品を得ることができる。このような金型を得るには、例えば金型表面をしぼ
加工した後に、しぼ加工していない部分をエッチング法などで腐蝕させて、しぼ部分の最
凹部とほぼ同じの高さまでその高さを減じることによって得ることができる。また、しぼ
加工を行うのと同時にしぼ加工していない部分の腐蝕を行ってもよい。
【００１７】
　このような金型は、従来知られたものとは異なるものであり、またこのような金型を用
いる樹脂成形方法もまた従来知られていた成形方法と異なるものである。
【００１８】
　本発明の樹脂成形品を構成する樹脂としては特に制限はなく、熱硬化性樹脂でも熱可塑
性樹脂でもよい。具体的な例として、熱硬化性樹脂としては、不飽和ポリエステル系樹脂
、エポキシ系樹脂、フェノール系樹脂、ユリア系樹脂、メラミン系樹脂、ウレタン系樹脂
、フラン系樹脂、珪素系樹脂、ジアリルフタレート系樹脂、ポリイミド系樹脂などが挙げ
られ、熱可塑性樹脂としては、ポリカーボネート系樹脂、アクリル系樹脂、ポリプロピレ
ンなどのポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン、スチレン－アクリロニトリル共重合体、
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耐衝撃性ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体等のスチレン
系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル
系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリフェニレンエーテル系樹脂等、
及びそれらのアロイ化物などが挙げられる。中で、熱硬化性樹脂としては不飽和ポリエス
テル系樹脂を、熱可塑性樹脂としてはポリカーボネート系樹脂、ポリプロピレンをより好
ましいものとして挙げることができる。特には、不飽和ポリエステル系樹脂が好ましい。
【００１９】
　本発明の樹脂には、必要に応じて、ゴム、充填材、可塑剤、及び、酸化防止剤、熱安定
剤、光安定剤、紫外線吸収剤、中和剤、潤滑剤、滑剤、アンチブロッキング剤、帯電防止
剤、防曇剤、防菌剤、蛍光増白剤、分散剤、着色剤等の添加剤等が配合されていてもよい
。また異なった種類の樹脂が混合されていてもよい。
【００２０】
　本発明の表面にしぼ加工された部分を有する樹脂成形品の特徴を図１の概略図に基いて
説明する。図１に示した成形品表面１には凹凸を形成させたしぼ加工部分２と、しぼ加工
されていない平滑部分３がある。しぼ加工部分２の頂点４は、平滑部分３の表面とほぼ同
一面にある。
【００２１】
　本発明において、ほぼ同一の平面上にあるとは、高さに実質的な差異がないことをいう
。例えば、しぼ加工部分２の頂点の高さと、平滑部分３の表面の高さをダイヤルゲージで
測定したとき、それぞれ複数点で測定した平均高低差値が、０．１ｍｍ以下、好ましくは
０．０３ｍｍ以下であることをいう。
【００２２】
　従来公知のしぼ加工を施した樹脂成形品の表面状態を、図２の概略図によって説明する
。図２に示した成形品表面１には凹凸を形成させたしぼ加工部分２と、しぼ加工されてい
ない平滑部分３がある。しぼ加工部分２の頂点４は、平滑部分３の表面よりも高い位置に
あり、しぼ加工部分２が盛り上がった状態になっている。
【００２３】
　本発明の樹脂成形品を得るための成形方法もまた、特に制限されるものではなく、目的
とする成形品に応じて従来公知の成形方法から適宜選択して使用することができる。中で
も成形方法の好ましいものとして、射出成形方法、圧縮成形方法などを挙げることができ
る。
【００２４】
　本発明の樹脂成形品の形状についても、特に制限はなく、種々の形状の成形品であり得
る。シートやパイプなどの連続する形状の成形品であってもよく、また特定の形状を有す
る成形体であってもよい。本発明により、外観と実用性に優れた樹脂製トレイが得られる
ので、樹脂製トレイは本発明の樹脂成形品の好適な例である。
【００２５】
　以下に本発明の具体的態様を、樹脂成形品として樹脂製トレイを例にして説明する。
樹脂製トレイの形状は、特に限定されるものではなく、使用目的に応じて適宜選択するこ
とができる。たとえば、給仕用に用いられるトレイでは、通常食器の転落を防ぐため、縁
部に上方突起部を有する浅い底を持った容器状に成形される。大きさもまた、特に限定さ
れるものではなく、使用目的に応じて適宜選択することができる。
【００２６】
　図３は、学校、病院や企業の社員食堂など大規模に給食する施設における配膳用に好適
に使用される樹脂製トレイを示す概略図である。図３の樹脂製トレイには、ゴバン目状に
升目が見られるが、しぼ加工部分と、しぼ加工されていない平滑部分が縦横に交互に配置
されていて、外観上いわゆる市松模様を構成していて美観を感じさせるトレイである。
【００２７】
　図４は、図３に示した樹脂製トレイ５を示す平面図である。図３の樹脂製トレイ５には
、縁部に上方突起部６が形成されている。トレイ表面には、しぼ加工部分７と、しぼ加工
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されていない平滑部分８が縦横に交互に配置されている。図５は、図４の樹脂製トレイの
正面図である。
【００２８】
　図６は、図４のＡ－Ａにおけるの樹脂製トレイの断面図である。図６は、しぼ加工部分
７の頂点と、しぼ加工されていない平滑部分８の表面がほぼ同一の面にあることを示して
いる。
【００２９】
　図７は、後記実施例１で実際に成形した樹脂製トレイの断面写真を示す。図７の左半分
がしぼ加工部分であり、右半分がしぼ加工を施していない部分である。しぼ加工部分の頂
点の高さが、しぼ加工されていない平滑部分８の表面の高さとほぼ同一の面にあることが
、具体的例として示されている。
【００３０】
　本発明に基いて製造された、例えば図３に示す樹脂製トレイは、優れた美的外観を有し
、心地よい触感を有すると共に、平滑な平面を有するので、安定して食器類を載置できる
という優れた樹脂製トレイであって、極めて商品価値の高いものである。
【００３１】
　このような本発明に基いて製造された樹脂製トレイは、その表面が滑り止め加工が施さ
れている場合、さらに好適な樹脂製トレイとなる。滑り止め加工の方法としては、特に制
限はなく、従来公知の方法を採用することができる。滑り止め加工例の一つとして、滑り
止め効果のある樹脂皮膜をトレイ表面に形成させる方法を挙げることができる。このよう
な滑り止め加工も、本発明の樹脂製トレイのしぼ加工部分の頂点が、しぼ加工されていな
い平滑面とほぼ同一の高さであるので、その効果が十分に発揮される。
【００３２】
　本発明の樹脂成形品においては、表面が複数のしぼ加工された部分と、複数のしぼ加工
されていない部分からなる前記した樹脂成形品は、本発明の好ましい態様である。
【００３３】
　また、本発明の樹脂成形品において、前記樹脂成形品のしぼ加工を施した面において、
しぼ加工された部分が面積において３０～６０％を占める前記した樹脂成形品は、本発明
の好ましい態様である。
【００３４】
　以上詳細に説明したとおり、本発明によって、外観にすぐれかつ実用上何らの支障も生
じさせない優れた樹脂成形品を得ることができる。
【実施例１】
【００３５】
　以下に本発明の具体的例を示して、本発明をより詳細に説明をするが、本発明はこの例
によって何ら制限されるものではない。
【００３６】
（実施例１）
　樹脂として、アクリルニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体を用い、前記段落［０
０１５］に記載された金型を用いて、射出成形方法によって、樹脂製トレイを成形した。
得られた樹脂製トレイのサイズは、縦３３ｃｍ、横３３ｃｍで、平面部の厚さは２．５ｍ
ｍであった。
　平面部表面には、図４に示すような、２．５ｃｍ四方のゴバン目状に、しぼ加工部分と
、しぼ加工されていない平滑部分が縦横交互に配置された、市松模様が構成されている。
　得られた樹脂製トレイの平面部において、隣接するしぼ加工部分と、しぼ加工されてい
ない部分を任意に１０箇所（表１の１～１０）、ハイトゲージにダイヤルゲージをセット
した測定器で、測定精度１／１００ｍｍとして測定した。
　結果を表１に示すが、しぼ加工部分の高さは、しぼ加工されていない部分に対する高低
差で表した。（－）は低いことを表す。高低差の平均値は、０．００８ｍｍであった。
なお、得られた樹脂製トレイの平面部の断面写真を図７として示した。
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明により、外観にすぐれかつ従来しぼ加工部分から生じる不都合がなく、実用上何
らの支障も生じさせない優れた樹脂成形品が提供される。
　本発明により、良好な外観や触感を与え、かつ従来のしぼ加工部分により生じる不都合
がない樹脂製トレイが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の樹脂成形品のしぼ加工部分と、非しぼ加工部分を示す概略図である。
【図２】従来樹脂成形品のしぼ加工部分と、非しぼ加工部分を示す概略図である。
【図３】本発明の樹脂製トレイを示す概略図である。
【図４】本発明の樹脂製トレイの平面図である。
【図５】図４の樹脂製トレイの正面図である。
【図６】図４の樹脂製トレイのＡ－Ａ断面図である。
【図７】実施例１の樹脂製トレイの断面写真である。
【符号の説明】
【００４０】
１．成形品表面
２．しぼ加工部分
３．平滑部分
４．しぼ加工部分の頂点
５．樹脂製トレイ
６．上方突起部
７．樹脂製トレイのしぼ加工部分
８．樹脂トレイの平滑部分



(7) JP 5241151 B2 2013.7.17

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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